
１． 　本工事は「『令和3年３月から適用する公共工事設計労務単価について』における

特別措置を踏まえた、営繕工事に適用する令和３年度の市場単価に関する運用の試行」

の対象工事である。

○○　営繕工事に適用する令和３年度の市場単価に関する
         運用の試行についての特記仕様書


